
9 広報とちぎ　６月号 ２０２０（令和２）年５月２０日　発行お知らせ・募集

学
童
保
育
支
援
員
へ
の
マ
ス

ク
の
寄
附 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
株
式
会
社
小
林
縫
製
工
業
様

よ
り
、
学
童
保
育
支
援
員
の
た

め
の
ピ
ー
チ
テ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス

マ
ス
ク
２
枚
１
０
０
セ
ッ
ト
の

寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
マ

ス
ク
は
洗
っ
て
繰
り
返
し
使
用

で
き
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。　

い
た
だ
い
た
マ
ス
ク
は
有
効
に

活
用
い
た
し
ま
す
。

問 

子
育
て
支
援
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
７
７
２

募

集

栃
木
市
人
権
施
策
推
進
審
議

会
委
員
（
公
募
委
員
）
募
集

　
人
権
尊
重
の
社
会
づ
く
り
に

関
し
必
要
な
事
項
を
審
議
す
る

た
め
、
栃
木
市
人
権
施
策
推
進

審
議
会
委
員
（
公
募
委
員
）
を

募
集
し
ま
す
。

定
員　
２
人

対
象　
満
20
歳
以
上
の
市
内
在

住
で
人
権
を
尊
重
す
る
社
会
づ

く
り
に
関
心
の
あ
る
方

（
※
本
市
の
審
議
会
等
の
委
員

を
２
つ
以
上
兼
務
し
て
い
る
方

を
除
く
）

任
期　
令
和
２
年
７
月
１
日
～

令
和
４
年
６
月
30
日

内
容　
人
権
施
策
に
関
す
る
審

議
な
ど

報
酬　
４
，０
０
０
円
（
日
額
）

申
込　
６
月
10
日
（
水
）
17
時

必
着
で
、
所
定
の
応
募
用
紙

（
問
合
先
、
大
平
隣
保
館
、
厚

生
セ
ン
タ
ー
、
お
よ
び
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
設
置
）
に
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、
４
０
０
字

程
度
の
「
人
権
施
策
に
つ
い
て

私
が
考
え
る
こ
と
」
に
つ
い
て

の
作
文
と
あ
わ
せ
て
、
問
合
先

に
直
接
ま
た
は
郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、

メ
ー
ル
で
提
出
。

問 

人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
１
６
１

FAX 

（21）
２
６
９
２

✉jinken@
city.tochigi.

lg.jp栃
木
市
環
境
審
議
会
委
員
の

募
集

　
栃
木
市
の
環
境
保
全
の
取
り

組
み
や
環
境
基
本
計
画
の
実
施

状
況
に
つ
い
て
審
議
を
行
う
環

境
審
議
会
委
員
を
公
募
し
ま

す
。

公
募
委
員
数　
３
人
（
選
考
に

よ
り
決
定
）

任
期　
令
和
２
年
８
月
１
日
～

令
和
４
年
７
月
31
日

応
募
資
格　
満
20
歳
以
上
の
栃

木
市
民（
市
内
に
在
住
、在
勤
又

は
在
学
す
る
個
人
）で
、地
域
の

美
化
や
環
境
な
ど
に
興
味
が
あ

り
、
市
の
よ
り
良
い
環
境
づ
く

り
に
関
心
の
あ
る
方
。た
だ
し
、

栃
木
市
の
他
の
審
議
会
等
の
委

員
を
２
つ
以
上
兼
務
し
て
い
る

場
合
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

内
容　
環
境
基
本
計
画
に
関
す

る
取
り
組
み
や
実
施
状
況
に
つ

い
て
、
審
議
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

会
議　
年
２
～
３
回
程
度
、
平

日
昼
間
の
開
催
を
予
定

報
酬　
１
回
４
，０
０
０
円（
交

通
費
支
給
な
し
）

募
集
締
切　

６
月
15
日
（
月
）

17
時
ま
で

応
募
方
法　
応
募
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
窓
口
・
郵

送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
の
い
ず

れ
か
に
よ
り
問
合
せ
先
へ
提
出

（
応
募
用
紙
は
問
合
先
、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
設
置
。）

問 

環
境
課
☎

（21）
２
１
４
１ 

FAX 

（21）
２
６
９
２

✉ k
a
n
k
y
o
u
@
c
ity

.
tochigi.lg.jp

　栃木市の産業支援メニューをご利用ください
市では、各産業分野の支援施策として、下記メニューを用意しています。詳細は、各担当課に問い合わせください。

資 金 調 達 支 援 介護離職防止支援 商店街活性化支援 産業財産権取得支援 営 農 支 援 就 農 支 援 企 業 立 地 支 援

事
業 市制度融資 中小企業介護相談

員派遣事業
空き店舗活用促進

事業
産業財産権取得支

援事業
担い手農地集積促
進補助金交付事業

「何とかしたい農」
からはじまる事業

新規就農サポート
事業 立地奨励金

概
要

【融資メニュー】
①中小企業設備合
理化資金
②中小企業経営安
定資金
③小規模企業者資
金
④中小企業緊急景
気対策特別資金
⑤中小企業創業資
金
※いずれも、融資
実行時に発生する
信用保証料を全額
補助

介護に関する課題
を抱える中小企業
等の事業主および
従 業 員 を 対 象 に、
介護相談員（社会
福祉士、介護福祉
士、 ケ ア マ ネ ー
ジャー等）を無償
で中小企業に派遣

新規開業者や中小
企業者等が対象区
域内の空き店舗に
おいて開業する際
に、 店 舗 改 装 費、
家賃及び専門家へ
の相談費用の一部
を補助

特許権・実用新案
権など産業財産権
の取得に要した経
費の一部を補助

農地中間管理機構
や栃木市農業公社
を活用し、新たに
農地の利用集積を
行った認定農業者
又は認定新規就農
者、及び認定新規
就農者へ農地を貸
付けた農地所有者
に対して、その面
積に応じ補助金を
交付

栃木市農業公社が
実施する農業機械
施設バンクを利用
し、農業機械又は
農業施設の譲渡を
受けた方に対して、
要した経費の一部
を補助

新たに就農する者
を対象に、就農に
係る経費の一部を
補助

立地操業後に、立
地のために取得し
た 土 地・ 家 屋・ 償
却資産にかかる固
定資産税および都
市計画税相当額を
奨励金として交付

限
度
額
・
補
助
率
等

①融資限度額：
2,000 万円
利率：1.6 ～ 2.1％
②融資限度額：
2,000 万円
利率：1.4 ～ 1.8％
③融資限度額：
1,250 万円
利率：1.4 ～ 1.6％
④融資限度額：
1,000 万円
利率：1.0 ～ 1.3％
⑤融資限度額：
500 万円
利率：1.6％

（一部優遇有）

利用者負担なし 店舗改装費、家賃
及び専門家への相
談費用の一部
※詳細は問合先へ

対象経費の 2/3 の
額。 た だ し、 特 許
権は 50 万円、実用
新案権、意匠権お
よび商標権は 10 万
円を限度

（対象経費：出願料、
出 願 審 査 請 求 料、
出願のために弁理
士に支払った費用）

交付単価
①農地中間管理機
構を利用した 9 年
を超える借受　　
7,000 円 /10a
②栃木市農業公社
を利用しての農地
の買受
5,000 円 /10a
③農地中間管理機
構を利用した認定
新規就農者への貸
付
5,000 円 /10a

①農業機械
45 歳未満の方　補
助対象経費の 1/2

（上限 10 万円）
45 歳以上の方　補
助対象経費の 1/3

（上限 5 万円）
②農業施設
45 歳未満の方　補
助対象経費の 1/2

（上限 40 万円）
45 歳以上の方　補
助対象経費の 1/3

（上限 20 万円）

対象経費の 1/2 上
限 60 万円

・1 会 計 年 度 1 回
とし、2 回を限度。
ただし 2 回の補助
上限 60 万円

交付額：立地のた
めに取得した土地・
家屋・償却資産に
かかる固定資産税
および都市計画税
相当額
限度額：交付期間

（５年または２年）
に お い て、 上 限
３億円

補
助
対
象

①②③④：市内で
１年以上同一事業
を営んでいる中小
企業者および小規
模企業者
⑤：市内において
創業を予定してい
る方、創業後１年
未満の 25 歳以上の
中小企業者または
事業転換・新分野
進出等を図る中小
企業者
※いずれも、市税
を完納しているこ
と等の要件あり
※別途、金融機関
等の審査あり

市内に事務所また
は事業所を有する
中小企業者
※介護相談員の派
遣期間は、月１回、
初回派遣日から１
年間を限度

市内の対象地域の
空き店舗を活用し、
小 売 業、 飲 食 業、
サービス業等（事
務 所、 風 俗 業、 飲
酒業及び遊戯業を
除く）を開業する
者
※市税を完納して
いること等の要件
あり
※事業の着手前に
要申請。

市内に主たる事業
所を有し、引き続
き 1 年以上事業を
営んでいる中小企
業者
※産業財産権を取
得後、６か月以内
に限る。
※市税を完納して
いること等の要件
あり

①農地中間管理機
構を利用して 9 年
を超えて農地を借
受けた認定農業者
または認定新規就
農者
②栃木市農業公社
を利用して農地を
買受けた認定農業
者または認定新規
就農者
③農地中間管理機
構を利用して認定
新規就農者に農地
を貸し付けた農地
所有者

・市内に住所を有
し、農産物を生産
し、または見込が
確実である者
・農業機械施設バン
クを利用して農機
具等を譲り受けた
者

・市内に住所を有
し、引き続き 3 年
以上居住する見込
みがある者
・市内において新規
就農し、年間 150
日以上農業に従事
し、又は従事する
見込みがある者で、
主たる収入が農業
収入である者
・就農時年齢 50 歳
未満の者
・申請日が新規就農
してから 3 年以内
である者
・農業次世代人材投
資資金（経営開始
型）に該当しない
者

対象：物品の製造、
加 工、 修 理、 販 売
を行う施設、物流、
情報サービス、研
究開発を行う施設
対象地域：①市内
の産業団地、工業
団地②用途地域③
それ以外の地域（①
②の交付期間は５
年、③の交付期間
は２年）
要件：①投下固定
資産額が１億円以
上（物品の販売を
行う施設は２億円
以上）であること
②栃木市に住所を
有する常時雇用の
従業員が５人以上

（物品の販売を行う
施設は１０人以上）
であること③用地
取得から５年以内
に操業を開始する
こと

担
当
課

商工振興課☎（２１）２３７１ 農業振興課
☎（２１）２３７９・２３８５

農業振興課
☎（２１）２３８１

産業基盤整備課
☎（２１）２３７６


